
JP 6398957 B2 2018.10.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（Ｊ）の少なくとも位置及び速度（Ｖ１）を含む走行状態を検出する第１検出部
（５１）と、
　合流道路（ＧＤ）と本線道路（ＨＤ）とが合流地点（ＧＴ）にて合流する構成の道路に
て、前記合流道路上を前記自車両が前記合流地点に向かって走行している場合に、前記自
車両が前記合流地点に対して所定の範囲内に近づいたことを検出する合流検出部（５３）
と、
　前記本線道路上を前記合流地点に向かって走行する他車両（Ｔ）による車線の流れの速
度（Ｖ２）を検出する第２検出部（５５）と、
　前記本線道路上を前記車線の流れに従って前記合流地点に向かって移動する仮想点であ
って前記自車両が前記合流地点に到達したときに当該合流地点に到達する事前合流点（Ｊ
Ｇ）を設定し、前記自車両が前記合流地点に対して所定の範囲内に近づいたときに、前記
自車両が前記合流地点に到達するまでの時間（ＴＭ）と前記本線道路上の前記車線の流れ
の速度とに基づいて、現時点での前記本線道路上の前記事前合流点の位置を求める位置検
出部（５７）と、
　現時点での前記合流道路上の前記自車両の位置と現時点での前記本線道路上の前記事前
合流点の位置とを、表示装置（２９）に表示させる表示制御部（５９）と、
　を備えた車両制御装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の車両制御装置であって、
　前記自車両は、運転操作の一部又は全部を自動で制御する自動運転中である車両制御装
置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の車両制御装置であって、
　前記位置検出部は、前記自車両の速度と前記自車両の位置から前記合流地点までの第１
距離（Ｓ１）とに基づいて、前記自車両が前記合流地点に到るまでの時間を求め、該時間
に前記本線道路上の前記車線の流れの速度をかけて、前記合流地点から前記事前合流点ま
での第２距離（Ｓ２）を求め、前記本線道路に沿った前記第２距離から前記本線道路上の
前記事前合流点の位置を求める、車両制御装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
　前記第２検出部は、前記本線道路を走行する他車両（Ｔ）の速度に基づいて、前記車線
の流れの速度を検出する、車両制御装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記位置検出部は、前記自車両が、前記合流道路に沿った距離にて前記合流地点から所
定距離以内となった場合に、前記自車両が前記合流地点に近づいたと判断する、車両制御
装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記事前合流点を、前記本線道路上にて該本線道路の延びる方向に
沿って所定範囲の領域を有するように表示する、車両制御装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記事前合流点と前記他車両とが重ならないように表示する、車両
制御装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記表示装置に、少なくとも前記自車両が前記合流地点に到るまで
の走行ルートを、周囲の画像よりも強調する強調画像又は透過画像によって表示する、車
両制御装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記表示装置に、前記合流地点を表示する、車両制御装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記表示装置に、前記合流地点を、周囲の画像より強調する強調画
像又は透過画像によって表示する、車両制御装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記表示装置に、前記合流地点の周囲の状況を示す周辺情報を表示
する、車両制御装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載の車両制御装置であって、
  前記表示制御部は、前記表示装置に、前記自車両が前記合流地点に到るまでの時間をカ
ウントダウンにて表示する、車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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  本発明は、自車両が他の道路に合流する際の制御を行う車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来より、特許文献１に記載のように、運転者によって操作される車両が走行路（即ち
、合流道路）から他の道路（即ち、本線道路）に合流するときに、運転操作の指標となる
各種の情報を自車両のディスプレイに表示することで、運転操作を支援する装置が提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８３０６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば自動運転を行う場合に、自車両が合流地点に接近した際には、運
転者等の乗員が不安を感じるおそれがある。
　具体的には、合流道路にて合流地点に向かって接近する自車両に対して、本線道路にて
合流地点に向かって走行する他車両がある場合には、他車両が徐々に自車両に接近するこ
とになる。そのため、乗員は、自車両がうまく合流できるか等の不安を感じるおそれがあ
る。
【０００５】
　本発明は、こうした問題に鑑みてなされたものであり、自車両が合流地点に近づく際に
、乗員に安心感を与えることができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するためになされた本発明の車両制御装置は、第１検出部（５１）と合
流検出部（５３）と第２検出部（５５）と位置検出部（５７）と表示制御部（５９）とを
備えている。
【０００７】
　第１検出部は、自車両（Ｊ）の少なくとも位置及び速度（Ｖ１）を含む走行状態を検出
する。
　合流検出部は、合流道路（ＧＤ）と本線道路（ＨＤ）とが合流地点（ＧＴ）にて合流す
る構成の道路にて、合流道路上を自車両が合流地点に向かって走行している場合に、自車
両が合流地点に対して所定の範囲内に近づいたことを検出する。
【０００８】
　第２検出部は、本線道路上を合流地点に向かって走行する他車両による車線の流れの速
度（Ｖ２）を検出する。
  位置検出部は、本線道路上の車線の流れに従って合流地点に向かって移動する仮想点で
あって自車両が合流地点に到達したときに合流地点に到達する事前合流点（ＪＧ）を設定
する。そして、自車両が合流地点に対して所定の範囲内に近づいたときに、自車両が合流
地点に到達するまでの時間（ＴＭ）と本線道路上の車線の流れの速度とに基づいて、現時
点での本線道路上の事前合流点の位置を求める。
【０００９】
　表示制御部は、現時点での合流道路上の自車両の位置と現時点での本線道路上の事前合
流点の位置とを、表示装置（２９）に表示させる。
　このような構成によれば、自車両が合流地点に近づいている場合には、表示装置に現在
の自車両の位置と現在の事前合流点の位置とを表示することができる。この事前合流点は
、あたかも本線道路上を走行する他車両のように、車線の流れの速度にて合流地点に向か
って移動する。よって、表示装置には、合流道路上を合流地点に向かって近づく自車両と
本線道路上を合流地点に向かって近づく事前合流点とを、時間経過に伴って表示できる。
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【００１０】
　従って、乗員は、このような表示を見ることにより、例えば自動運転中に、自車両がど
のように合流するかを予測することができる。即ち、乗員は、自車両が目標とする合流地
点にてどのように合流するかが分かる。よって、乗員の不安感を低減することができ、安
心感が大きく向上する。
【００１１】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態の車両制御装置を含む車載システムを示すブロック図である。
【図２】車両制御装置を機能的に示すブロック図である。
【図３】合流する車線上を走行する車両の状態を例示する説明図である。
【図４】事前合流点の位置を求める方法を示す説明図である。
【図５】車両制御装置で実施される合流制御処理を示すフローチャートである。
【図６】表示装置に表示される合流表示画像等を示す説明図である。
【図７】合流制御処理のうち事前合流点マークの表示を行う際の処理を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施形態を図面とともに説明する。
　［１．実施形態］
　［１－１．構成］
　まず、本実施形態の車両制御装置のシステム構成について説明する。
【００１４】
  図１に示すように、本実施形態における車載システム１は、車両の自動運転が可能なシ
ステムであり、後述するように、図３に示す自車両Ｊに搭載された各種の装置によって構
成されている。
【００１５】
　この車載システム１は、運転者等によって設定された目的地までの経路である走行ルー
ト、即ち図４に示す移動予定経路Ｋに従って、目的地まで自車両Ｊを自動で運転する自動
運転機能を有する。この自動運転機能は、自車両Ｊの運転を支援する複数の機能によって
実現される。
【００１６】
　前記自動運転機能を構成する複数の機能には、例えば、舵角制御機能、車速制御機能、
加減速制御機能、レーンチェンジ機能などが含まれる。ここで言う舵角制御機能は、移動
予定経路Ｋに追従するようにステアリングを制御する機能である。車速制御機能は、自車
両Ｊの車速を目標車速に制御する機能である。加減速制御機能は、自車両Ｊの加速・減速
を制御する機能である。レーンチェンジ機能は、自車両Ｊが走行する車線を変更する機能
である。
【００１７】
　なお、自動運転に関する技術としては、自動化のレベルに応じて、例えば、レベル１（
即ち、運転支援システム）、レベル２、３（即ち、準自動走行システム）、レベル４（即
ち、完全自動走行システム化）に分類されており、通常、自動運転を行う場合には、レベ
ル２～４の自動化を示している。この内容は、例えば、内閣府により2015年5月に発表さ
れた、「戦略的イノベーション創造プログラム自動走行システム」に記載されている。
【００１８】
　ここでは、レベル２以上の自動運転を行う場合、例えば、運転者が自車両Ｊを操作しな
い場合でも、自車両Ｊが自動で走行できる自動運転を行うレベル３の場合について述べる
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。
【００１９】
　図１に示すように、上述した車載システム１は、ＬＡＮ３により接続された、ナビゲー
ション装置５、自車センサ類７、周辺認識装置９、出力装置１１、車両制御装置１３、制
御対象装置１５、通信装置１７等を備えている。なお、以下では、電子制御装置をＥＣＵ
と称する。なお、ＥＣＵは、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔの略称で
ある。
【００２０】
　以下、各構成について説明する。
　自車センサ類７は、自車両Ｊの状態を検出する周知の装置である。この自車センサ類７
としては、自車両Ｊの速度を検出する車速センサ２１、前後加速度等を検出する加速度セ
ンサ２３等が含まれる。
【００２１】
　周辺認識装置９は、自車両Ｊの周辺の状況を認識する周知の装置である。
　この周辺認識装置９には、自車両Ｊの周辺を撮像して画像処理した結果に基づいて、自
車両Ｊの周辺の状況を認識する周知のカメラ２５（例えば、ＣＣＤカメラ）が含まれる。
【００２２】
　このカメラ２５としては、例えば、自車両Ｊの前方を撮影領域とする前方撮影カメラと
、自車両Ｊの右側方を撮影領域とする右側方カメラと、自車両の左側方を撮影領域とする
左側方カメラが挙げられる。
【００２３】
　なお、周辺認識装置９は、カメラ２５に限るものではなく、探査波を照射し、その照射
した探査波の反射波を受信した結果に従って路上状況を監視する周知の監視装置であって
もよい。ここで言う監視装置は、赤外線を探査波として送受信する周知の赤外線レーダ、
ミリ波帯の電磁波を探査波として送受信する周知のミリ波レーダなどのレーダ２７、音波
を探査波として送受信する周知の図示しないソナーなどである。
【００２４】
　出力装置１１は、車両制御装置１３からの情報を報知する周知の装置である。この出力
装置１１には、情報を表示する表示装置２９、例えば、車室内の前方のインスツルメント
パネルに配置した各種情報表示用ディスプレイ等の表示装置２９と、情報を音声等によっ
て出力する音声出力装置（例えば、スピーカ）３１とを含む。
【００２５】
　ナビゲーション装置５は、移動予定経路Ｋに従って目的地までの経路を案内する装置で
ある。このナビゲーション装置５は、位置検出器３３と、入力装置３５と、ナビ記憶装置
３７と、ナビＥＣＵ３９とを備えている。
【００２６】
　位置検出器３３は、自車両Ｊの現在位置及び進行方向の方位の検出に必要な情報を検出
する。この位置検出器３３は、航法衛星からの信号を受信する受信機を備えている。なお
、ここで言う航法衛星とは、周知の衛星測位システムを実現する衛星であり、例えば、Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ衛星（即ち、ＧＰＳ衛星）や、Ｇａ
ｌｉｌｅｏ　Ｉｎ－Ｏｒｂｉｔ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ衛星（即ち、Ｇ
ＩＯＶＥ衛星）などである。
【００２７】
　なお、位置検出器３３には、車速センサ２１、加速度センサ２３、自車両Ｊの角速度を
検出する図示しないジャイロセンサ等からの信号が入力される。
　入力装置３５は、情報の入力を受け付ける周知の装置である。この入力装置３５には、
例えば、周知のスイッチ群や、表示装置２９と一体に構成されたタッチパネルを含む。
【００２８】
　ナビ記憶装置３７は、書き換え可能な不揮発性の記憶装置である。このナビ記憶装置３
７は、例えば、ハードディスクドライブやフラッシュメモリによって構成されている。
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　このナビ記憶装置３７には、道路の構造を表す地図データ（即ち、地図情報）が格納さ
れている。地図データには、ノードデータ、リンクデータ、コストデータ、地形データ、
マークデータ、交差点データ、施設データ等の各種データが含まれている。このうち、ノ
ードデータは、道路上の特定の地点それぞれにおける座標、即ち、緯度，経度，高度で示
される位置を表す。
【００２９】
　ここで言う道路上の特定の地点には、１つの道路に、その１つの道路とは異なる他の道
路が合流する合流地点、即ち、後述する合流道路が本線道路に合流する合流地点を含む。
　つまり、自動運転によって運転される車両が走行可能な道路、例えば一般道路における
合流地点や、高速道路等の自動車専用道路などの道路における合流地点、例えば、ランプ
ウェイ、インターチェンジ、ジャンクション等における合流地点が挙げられる。
【００３０】
　リンクデータは、ノード間を接続する道路（即ち、リンク）それぞれを表す。コストデ
ータは、各リンクに予め割り当てられた単位コストを表す。施設データは、道路上に設置
された横断歩道や各種標識などの位置及び内容を表す。
【００３１】
　ナビＥＣＵ３９は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵを備えた周知の電子制御装置である。この
ナビＥＣＵ３９では、位置検出器３３に含まれる受信機で受信した信号に基づいて、衛星
測位システムによって実現される衛星航法に従った周知の手法により、自車両Ｊの現在位
置、即ち、緯度，経度，高度を特定する。
【００３２】
　なお、ナビＥＣＵ３９による自車両Ｊの現在位置の特定方法は、これに限るものではな
く、車速センサ２１やジャイロセンサの検出結果に従った周知の自律航法によって特定し
てもよいし、衛星航法によって特定した自車両Ｊの現在位置を自律航法によって補正する
ことで特定してもよい。
【００３３】
　制御対象装置１５は、車両制御装置１３が制御する被制御装置である。本実施形態にお
ける被制御装置には、図示しないが、ステアリングの舵角を制御するステアリング制御装
置と、自車両Ｊの駆動力を制御する駆動制御装置と、自車両Ｊの制動力を制御する制動制
御装置とを含む。
【００３４】
　ここで言う駆動制御装置は、自車両Ｊの駆動力を発生する機関として内燃機関を有した
車両であれば、その内燃機関の回転数やトルクを制御する内燃機関制御装置であってもよ
い。自車両Ｊが内燃機関を有した車両であれば、駆動制御装置に、自車両Ｊのトランスミ
ッションを制御するミッション制御装置を含んでいてもよい。
【００３５】
　また、駆動制御装置は、自車両Ｊの駆動力を発生する機関として電動機を有した車両で
あれば、その電動機の回転数を制御する電動機制御装置であってもよい。
　通信装置１７は、自車両Ｊと他車両Ｔとの間の通信（即ち車車間通信）や、自車両Ｊと
道路側に配置された基地局の通信装置である図３に示す路側機１８等との間で通信（即ち
路車間通信）を行うことができる通信装置である。
【００３６】
　ここで、自車両Ｊと他車両Ｔとの間で車車間通信を行う場合には、自車両Ｊは、他車両
Ｔの位置や速度等の情報を得ることができる。また、道路を走行する車両、即ち自車両Ｊ
や他車両Ｔと路側機１８とで路車間通信を行う場合には、自車両Ｊは、路側機１８から、
路側機１８に送信された他車両Ｔの位置や速度等の情報を得ることができる。なお、路側
機１８は、例えば道路情報を管理するセンター等の図示しないサーバ等に接続されており
、このサーバから必要な情報を得ることができる。
【００３７】
　車両制御装置１３は、ＲＯＭ４１、ＲＡＭ４３、ＣＰＵ４５を備えた周知のマイクロコ
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ンピュータを中心に構成された周知の制御装置である。ＲＯＭ４１は、電源を切断しても
記憶内容を保持する必要のあるデータやプログラムを記憶する。ＲＡＭ４３は、データを
一時的に格納する。ＣＰＵ４５は、ＲＯＭ４１またはＲＡＭ４３に記憶されたプログラム
等に従って処理を実行する。
【００３８】
　車両制御装置１３のＲＯＭ４１には、自動運転機能の実現に必要な処理のうち、例えば
、自車両Ｊが走行する走行路（即ち合流道路）が他の道路（即ち本線道路）に合流する状
況での自車両Ｊの運転を支援する合流制御処理を、車両制御装置１３が実行するための処
理プログラムが格納されている。
【００３９】
　また、図２に示すように、車両制御装置１３は、処理プログラムが実行する処理内容と
して、即ち機能的に、第１検出部５１と合流検出部５３と第２検出部５５と位置検出部５
７と表示制御部５９とを備えている。
【００４０】
　第１検出部５１は、自車両Ｊの少なくとも位置及び速度を含む走行状態を検出する。
　合流検出部５３は、後に詳述するように、合流道路と本線道路とが合流地点にて合流す
る構成の道路にて、合流道路上を自車両Ｊが合流地点に向かって走行している場合に、自
車両Ｊが合流地点に対して所定の範囲（例えば所定の距離）内に近づいたことを検出する
。
【００４１】
　第２検出部５５は、本線道路上を合流地点に向かって走行する他車両Ｔによる車線の流
れの速度を検出する。
  位置検出部５７は、後に詳述するように、本線道路上を車線の流れに従って合流地点に
向かって移動する仮想点であって、自車両Ｊが合流地点に到達したときに合流地点に到達
する事前合流点を設定する。即ち、事前合流点を、そのように本線道路上を移動するもの
として仮定する。そして、自車両Ｊが合流地点に対して所定の範囲内に近づいているとき
に、自車両Ｊが合流地点に到達するまでの時間と本線道路上の車線の流れの速度とに基づ
いて、現時点における事前合流点の位置を求める。
【００４２】
　表示制御部５９は、現時点での合流道路上の自車両Ｊの位置と現時点での本線道路上の
事前合流点の位置とを、表示装置２９に表示させる。
　なお、車両制御装置１３の各種の機能は、ＣＰＵ４５が非遷移的実体的記録媒体に格納
されたプログラムを実行する実行することにより実現される。この例では、ＲＯＭ４１が
、プログラムを格納した非遷移的実体的記録媒体に該当する。また、プログラムの実行に
より、プログラムに対応する方法が実行される。なお、車両制御装置１３を構成するマイ
クロコンピュータの数は１つでも複数でもよい。
【００４３】
　［１－２．事前合流点の表示方法］
　次に、事前合流点を表示する方法について説明する。
　ここでは、図３及び図４に示すように、左側通行の道路を例に挙げて説明する。例えば
自動車専用道路である高速道路が、例えば対向する２車線を有している場合を例に挙げる
。つまり、本線道路ＨＤである２車線の高速道路の一方の車線、即ち図３、図４の左側の
車線に対して、１本の車線の道路（即ち合流道路ＧＤ）が合流する場合を考える。
【００４４】
　詳しくは、上述した本線道路ＨＤに合流道路ＧＤが合流する構造の道路の場合には、実
際には、合流道路ＧＤ上を走行する自車両は、本線道路ＨＤの一方の車線、即ち合流道路
ＧＤ側の車線（以下、本線車線ＨＳ）に合流することになる。
【００４５】
　なお、片側２車線等のように、片側に複数本の車線がある場合には、その最も外側の車
線、即ち合流道路ＧＤが接続される側の車線を考えればよい。
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　また、図４では、合流道路ＧＤ上の自車両Ｊを、Ｖ字部分６１ａを円形の枠体６１ｂで
囲んだ自車両マーク６１で示している。この自車両マーク６１の位置が自車両Ｊの現在位
置であり、Ｖ字部分の先端側が進行方向を示している。また、２車線の本線道路ＨＤにお
いて、本線車線ＨＳ上及びその対向車線ＴＳ上の他車両Ｔを、円形の他車両マーク６３で
示している。さらに、後述する事前合流点ＪＧを、二重丸６５ａ及びその周囲を長方形の
枠体６５ｂで囲んだ事前合流点マーク６５で示している。
【００４６】
　なお、合流道路ＧＤと本線道路ＨＤとが合流する地点、詳しくは、合流道路ＧＤと本線
車線ＨＳとが合流する地点が合流地点ＧＴであり、図４では、合流道路ＧＤの幅の中心線
と本線車線ＨＳの幅の中心線とが交差する点を、合流地点ＧＴとして丸で示してある。
【００４７】
　まず、事前合流点ＪＧの概念について説明する。
　自動運転中の自車両Ｊが合流道路ＧＤ上を合流地点ＧＴに向かって走行している場合、
所定時間後に合流地点ＧＴに到達する。このとき、本線車線ＨＳ上を他車両Ｔが走行して
いる場合には、車線の流れに従って、同様にある時間の経過後に合流地点ＧＴに到達する
。
【００４８】
　なお、車線の流れとは、通常は複数の車両が同一車線上を走行している場合の全体的な
車両の流れのことである。つまり、１台１台では速度が異なっている場合でも、全体とし
て見た場合の車線に沿った車両の移動状態のことである。
【００４９】
　この場合、自車両Ｊと他車両Ｔとが同じ時刻に合流地点ＧＴに到達すると考えるのでは
なく、他車両Ｔの代わりに、同様な速度で「車両がない空間」が移動して同じ時刻に合流
地点ＧＴに到達すると仮定する。つまり、この合流地点ＧＴに向かって移動する「車両が
無い空間」が事前合流点ＪＧに相当する。
【００５０】
　従って、事前合流点ＪＧは、他車両Ｔと同様に、車線の流れに従って、本線車線ＨＳ上
を移動し、所定時間が経過すると合流地点ＧＴに到達するとみなすことができる。
　次に、この事前合流点ＪＧの位置を求める方法を具体的に説明する。
【００５１】
　図４に示すように、合流道路ＧＤ上を自車両Ｊが合流地点ＧＴに向かって近づいている
場合に、自車両Ｊの速度をＶ１とし、自車両Ｊの現時点での位置から合流地点ＧＴまでの
距離を第１距離Ｓ１とすると、自車両Ｊが合流地点ＧＴに到達するまでの時間ＴＭはＳ１
／Ｖ１で求められる。
【００５２】
　一方、本線車線ＨＳ上を他車両Ｔが合流地点ＧＴに向かって近づいている場合に、本線
車線ＨＳ上の車両の流れ（即ち、車線の流れ）の速度をＶ２とすると、自車両Ｊが合流地
点ＧＴに到達するまでの時間ＴＭの間に、車線の流れに沿って、他車両Ｔや事前合流点Ｊ
Ｇは速度Ｖ２×時間ＴＭで得られる距離（即ち、第２距離）Ｓ２だけ移動する。
【００５３】
　ここで、車線の流れの速度Ｖ２とは、本線車線ＨＳ上を走行している複数の他車両Ｔの
速度を全体的にならした速度であり、例えば本線車線ＨＳ上の所定の範囲内における複数
の他車両Ｔの速度の平均値を採用できる。なお、１台の場合には、その速度を採用できる
。
【００５４】
　そして、前記時間ＴＭとは、自車両Ｊが合流地点ＧＴに到達するまでの時間であるので
、本線車線ＨＳ上で見れば、合流地点ＧＴから第２距離Ｓ２だけ上流の位置に、事前合流
点ＪＧがあることになる。
【００５５】
　つまり、事前合流点ＪＧとは、上述したように、他車両Ｔの移動に伴って、言い換える
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と車線の流れに従って、本線車線ＨＳ上を合流地点ＧＴに向かって移動し且つ自車両Ｊが
合流地点ＧＴに到達したときに合流地点ＧＴに到達する事前合流点ＪＧである。即ち、事
前合流点ＪＧとは、実際の合流点ではなく、現時点における仮想の合流点である。
【００５６】
　このように、現時点における事前合流点ＪＧの位置、即ち現時点における自車両Ｊの位
置と同時刻における事前合流点ＪＧの位置を、上述した手法によって求めることができる
。
【００５７】
　［１－３．処理］
　次に、車両制御装置１３が実行する合流制御処理について説明する。
　この合流制御処理とは、上述のように、例えば自動車専用道路である高速道路において
、本線車線ＨＳに合流道路ＧＤが合流する構成の道路にて、ナビゲーション装置５による
経路案内が実施されている場合の合流の際の処理である。つまり、合流道路ＧＤを走行す
る自動運転中の自車両Ｊが本線車線ＨＳに合流する際に、自車両Ｊの情報や自車両Ｊの周
囲の情報等を表示装置２９に表示する処理である。
【００５８】
　詳しくは、自車両Ｊが自動運転にて合流地点ＧＴに近づく場合に、表示装置２９に、合
流道路ＧＤ上を合流地点ＧＴに近づく自車両Ｊと、本線車線ＨＳ上を合流地点ＧＴに近づ
く他車両Ｔ及び事前合流点ＪＧ等を表示する処理である。
【００５９】
　本実施形態の合流制御処理は、自動運転機能を実現するための処理が実行されている期
間に、予め規定された時間間隔で繰り返し起動される。
　図５に示すように、自動運転中に合流制御処理が起動されると、車両制御装置１３は、
まず、ステップ１００にて、ナビゲーション装置５から移動予定経路Ｋを取得する。なお
、ステップ１１０で取得する移動予定経路Ｋは、ナビゲーション装置５を介して入力され
た目的地まで、自車両が走行を予定する経路（即ち、ルート情報）である。なお、図５で
は「ステップ」を「Ｓ」と記す。
【００６０】
　続くステップ１１０では、自車両Ｊの現在位置及び合流地点ＧＴの位置（緯度，経度，
高度）を、ナビゲーション装置５から取得する。
　ここで言う合流地点ＧＴの位置は、移動予定経路Ｋ上に存在し、かつ、自車両Ｊの現在
位置から最も近い位置に存在する合流地点ＧＴの位置、即ち、緯度，経度，高度である。
このステップ１１０では、車両制御装置１３は、具体的には、ナビ記憶装置３７に記憶さ
れている地図データから、合流地点ＧＴの位置を取得する。なお、演算の簡易化のために
、高度の情報は省略することもできる。この高度の情報の省略については、以下同様であ
る。
【００６１】
　続くステップ１２０では、ステップ１１０で取得した自車両Ｊの現在位置から合流地点
ＧＴの位置までの走行経路に沿った距離（即ち、第１距離）Ｓ１を導出（即ち、算出）す
る。このステップ１２０においては、車両制御装置１３は、第１距離Ｓ１を、移動予定経
路Ｋに沿って、即ち、移動予定経路Ｋの道路形状に沿って導出する。
【００６２】
　続くステップ１３０では、自車両Ｊが合流地点ＧＴに近づいたか否かを判定する。即ち
、ステップ１２０で導出した第１距離Ｓ１が、予め規定された距離閾値（例えば２００ｍ
）未満であるか否かを判定する。
【００６３】
　ここで言う距離閾値は、自車両Ｊが走行する合流道路ＧＤが本線車線ＨＳに合流する状
況において、自車両Ｊの運転の支援を開始すべき判定値であり、合流地点ＧＴの位置から
の距離の上限値として規定されたものである。なお、この距離閾値は、予め実験などによ
って求められたものであってもよい。
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【００６４】
　そして、ステップ１３０での判定の結果、第１距離Ｓ１が距離閾値未満であればステッ
プ１４０に進み、そうでない場合は、まだ合流地点ＧＴに接近していないので、一旦本処
理を終了する。
【００６５】
　ステップ１４０では、合流地点ＧＴに近づいているので、後述する合流に関する表示情
報（即ち合流表示情報）の表示に必要な各種の情報を取得する。
　具体的には、自車両Ｊの自車センサ類７の車速センサ２１等から、自車両Ｊの速度Ｖ１
等を取得する。なお、この時点では、通常は、ナビゲーション装置５によって、表示装置
２９に、走行予定経路Ｋやそれに沿った自車両Ｊの位置等が表示されている。
【００６６】
　また、自車両Ｊの周辺の他車両Ｔと車車間通信を行ったり、或いは、自車両Ｊと路側機
１８との間で路車間通信を行って、本線車線ＨＳ上を走行している他車両Ｔの速度、走行
方向、位置等の情報を取得する。
【００６７】
　この情報により、本線車線ＨＳを合流地点ＧＴに向かって走行している他車両Ｔの情報
を取得することができる。なお、本線車線ＨＳの対向車線ＴＳを走行している他車両Ｔの
情報も取得する。
【００６８】
　さらに、周辺認識装置９（例えば、カメラ１５）からの情報により、白線の位置や標識
等の周辺情報を取得する。また、ナビゲーション装置５から、合流道路ＨＳと本線車線Ｈ
Ｓとの接続状態（例えば、道路の形状）などの各種の周辺情報を取得する。
【００６９】
　続くステップ１５０では、ステップ１４０で取得した情報に基づいて、表示装置２９に
表示する合流表示情報を求める。
　例えば、図４に基づいて説明したようにして、自車両Ｊの速度Ｖ１と第１距離Ｓ１とか
ら、Ｓ１／Ｖ１の演算によって合流地点ＧＴまでの時間ＴＭを求める。また、所定範囲に
おける複数の他車両Ｔの速度、例えば複数の他車両Ｔの速度の平均値から、本線車線ＨＳ
上の車線の流れの速度Ｖ２を求める。そして、前記時間ＴＭと速度Ｖ２とから、ＴＭ×Ｖ
２の演算によって本線車線ＨＳ上の走行経路に沿った第２距離Ｓ２を求め、事前合流点Ｊ
Ｇの位置を求める。
【００７０】
　なお、前記所定範囲内の他車両Ｔとしては、例えば合流地点ＧＴから上流側に所定距離
までの範囲、例えば第１距離Ｓ１やその複数倍等の範囲にある他車両Ｔを採用できる。
　ここで、合流表示情報は、合流地点ＧＴの手前から表示装置２９に表示する。例えば、
ステップ１３０にて肯定判断されると表示する。なお、合流表示情報については、後に詳
述する。
【００７１】
　続くステップ１６０では、ステップ１５０で求めた合流表示情報を、後述のように表示
装置２９に表示し、一旦本処理を終了する。
　［１－４．合流表示情報］
　ここでは、上述した合流の際に表示装置２９に表示する合流表示情報について説明する
。
【００７２】
　図６に示すように、表示装置２９では、自車両Ｊが合流地点ＧＴに近づく前には、周知
のように、表示装置２９の例えば横長の長方形の表示面７１に、道路７３等の各種の地図
情報を表示する。また、自動運転等によって経路案内が設定されている場合には、道路７
３上に目立つ色等でライン状に移動予定経路Ｋを表示する。
【００７３】
　さらに、移動予定経路Ｋ上には、自車両Ｊの位置を表示するために、自車両Ｊの位置と
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進行方向を示す自車両マーク６１を表示する。
　そして、自車両Ｊが合流地点ＧＴに近づいた場合には、表示面７１のうち全体の地図情
報が表示される画面（以下、ベース画面）７７に重ねるように、合流表示情報を表示する
部分画面７９を表示する。
【００７４】
　例えば、ベース画面７７のうち合流地点ＧＴが見えるようにして、ベース画面７７の右
側に部分画面７９を表示する。この部分画面７９では、ベース画面７７の画像が透過して
見えるように、部分画面７９に表示する画像を透過画像（例えば、半透過画像）として表
示する。なお、部分画面７９におけるベース画面７７を全く表示しないように、部分画面
７９に表示する画像を非透過画像としてもよい。
【００７５】
　部分画面７９には、合流表示情報を示す画像（即ち、合流表示画像）を表示する。
  この合流表示画像では、合流地点ＧＴの近傍の道路を模式的に拡大して表示する。
　ここでは、上述のように、自車両Ｊが走行する合流道路ＧＤを１車線の道路とし、合流
道路ＧＤの合流する道路（即ち、本線道路ＨＤ）を、本線車線ＨＳ及び対向車線ＴＳを有
する２車線の道路とした場合を例に挙げて説明する。
【００７６】
　詳しくは、合流表示画像では、合流道路ＧＤ上に、現時点での自車両Ｊの位置及び走行
方向を示す自車両マーク６１を表示する。また、本線車線ＨＳ及び対向車線ＴＳ上には、
現時点において本線車線ＨＳ及び対向車線ＴＳ上を走行する他車両Ｔの位置を、円等の他
車両マーク６３によって表示する。なお、これらの自車両マーク６１及び他車両マーク６
３は、時間の経過に沿って移動する。
【００７７】
　特に、本実施形態では、本線車線ＨＳ上において、他車両マーク６３の間等のように、
合流地点ＧＴから本線車線ＨＳに沿って上流側にずれた位置に、事前合流点ＪＧを示す事
前合流点マーク６５を表示する。なお、前記上流側は、図５では下方である。
【００７８】
　なお、各情報を表示する際には、自車両マーク６１から合流地点ＧＴまでの距離、合流
地点ＧＴから同じ車線の各他車両マーク６３及び事前合流点マーク６５までの距離、各他
車両マーク６３間の距離、他車両マーク６３と事前合流点マーク６５との間の距離は、実
際の距離に対応した長さ、例えば実際の距離に比例した長さとする。或いは、出来るかぎ
り実際の距離の関係を示す長さとする。
【００７９】
　さらに、この事前合流点マーク６５、詳しくはその範囲を示す枠体６５ｂは、自車両Ｊ
が合流する際に合流可能なスペースがあることを直感的に把握できるように、本線車線Ｈ
Ｓの延びる方向に沿って所定の領域を示すような大きさで、且つ、車線の幅内に示してい
る。
【００８０】
　つまり、自車両Ｊが合流地点ＧＴにて合流する場合には、自車両Ｊは高速で移動し、且
つ、通常は速度も多少変化するので、道路上において前後方向に一定のスペースが必要で
ある。よって、部分画面７９上の小さな点ではなく、前記スペースに対応するように、所
定の範囲を有する事前合流点マーク６５としている。
【００８１】
　この自車両Ｊが合流地点ＧＴにて合流する際に、自車両Ｊが安全に合流できるスペース
に対応した事前合流点マーク６５のサイズについては、実験等により求めることができる
。なお、この車線に沿った長さであるスペース、従って事前合流点マーク６５は、自車両
Ｊの速度Ｖ１や車線の流れの速度Ｖ２の大きいほど大きくなる、即ち長くなると考えられ
る。
【００８２】
　なお、実際の合流に必要なスペースは、例えば、実際の自車両Ｊの前後方向の寸法の数
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倍程度であると考えられるので、部分画面７９では、道路や車線の幅などを考慮して、お
およその縮尺で示している。
【００８３】
　そして、本実施形態では、前記事前合流点マーク６５は、他車両マーク６３と重ならな
いように表示する。
　例えば、自車両Ｊが合流地点ＧＴにて合流する際に、十分なスペースがない場合には、
初期設定のサイズの事前合流点マーク６５をそのまま表示すると他車両マーク６３と重な
る場合がある。
【００８４】
　従って、このような場合に対処するために、図７に示すように、事前合流点マーク６５
等を表示する際には、その表示に関して判定等を行うことができる。なお、この処理は、
前記ステップ１６０における処理の一部である。
【００８５】
　具体的には、図７のステップ２００にて、他車両Ｊの位置及び速度Ｖ１に基づいて、即
ち車線の流れに基づいて、現在の状況において本線車線ＨＳ上に自車両Ｊが合流する際に
、他車両の間等に十分なスペースがあるか否かを判定する。ここで、肯定判断されるとス
テップ２１０に進み、一方否定判断されるとステップ２２０に進む。
【００８６】
　つまり、他車両マーク６３間の長さや事前合流点マーク６５の長さは、実際の距離に対
応したものであるので、この判定は、部分画面７９にそのまま事前合流点マーク６５を表
示すると他車両マーク６３と重なるか否かを判定していることになる。
【００８７】
　ステップ２１０では、合流するのに十分なスペースがあるので、即ち、事前合流点マー
ク６５と他車両マーク６３とは重ならないので、そのまま他車両マーク６３や事前合流点
マーク６５を表示して、一旦本処理を終了する。
【００８８】
　一方、ステップ２２０では、合流するのに十分なスペースがないので、他車両マーク６
３は表示するが、事前合流点マーク６５を表示しないようにして、一旦本処理を終了する
。
【００８９】
　なお、これとは別に、他車両マーク６３の上に事前合流点マーク６５を例えば半透過画
像で重ねて表示してもよい。この場合には、現在の状況では十分な合流にスペースが無い
ことを報知するために、例えば事前合流点マーク６５を点滅する等のように強調して表示
してもよい。
【００９０】
　また、部分画面７９の端（例えば左上）には、自車両Ｊが合流地点ＧＴに到達するまで
にかかる時間を表示する時間表示欄８１を設けてある。この時間表示欄８では、例えば到
達までにかかる秒数等をカウントダウンにて表示する。従って、この時間表示欄８１の数
字は、合流地点ＧＴに近づくほど小さくなる。
【００９１】
　なお、部分画面７９に表示する内容、例えば自車両マーク６１、他車両マーク６３、事
前合流点マーク６５、合流地点ＧＴ、移動予定経路Ｋ等は、周囲の画像より強調して表示
する強調画像としてもよく、或いは、下の画像が透過して見えるような透過画像（例えば
、半透過画像）としてもよい。なお、強調画像とする場合には、色の種類を周囲の色より
も目立つ色にしたり、色の濃さを濃くしり、画像を点滅する等の周知の各種の方法を採用
できる。
【００９２】
　また、部分画面７９に表示する内容としては、上述した各種のマーク等以外に、合流地
点ＧＴ近傍の各種の周辺情報を、文字や周辺情報の内容に対応したマーク等によって表示
してもよい。
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【００９３】
　この周辺情報としては、例えば、工事、事故等による道路の規制に関する情報、渋滞に
関する情報等を採用することができる。
　［１－５．効果］
　以上詳述した本実施形態によれば、下記の効果が得られる。
【００９４】
　（１ａ）本実施形態によれば、自車両Ｊが自動運転によって合流地点ＧＴに近づいた場
合には、表示装置２９に現在の自車両Ｊの位置と現在の事前合流点ＪＧの位置とを表示す
ることができる。この事前合流点ＪＧは、あたかも本線道路ＨＤ上、詳しくは本線車線Ｈ
Ｓ上を走行する他車両Ｔのように、合流地点ＧＴに向かって移動する。このように、表示
装置２９には、合流道路ＧＤ上を合流地点ＧＴに向かって近づく自車両Ｊと、本線車線Ｈ
Ｓ上を合流地点ＧＴに向かって近づく事前合流点ＪＧ及び他車両Ｔとを、時間経過に伴っ
て同時に表示できる。
【００９５】
　従って、乗員は、このような表示を見ることにより、自動運転中の自車両Ｊがどのよう
に合流するかを予測することができる。即ち、乗員は、自車両Ｊが目標とする合流地点Ｇ
Ｔにて安全に合流できることが分かる。よって、自動運転にて合流する場合でも、乗員の
不安感を低減することができ、自動運転における安心感が大きく向上する。
【００９６】
　（１ｂ）本実施形態によれば、自車両Ｊの速度Ｖ１と自車両Ｊの位置から合流地点ＧＴ
までの第１距離Ｓ１とに基づいて、自車両Ｊが合流地点ＧＴに到るまでの時間ＴＭを求め
ることができる。また、その時間ＴＭに本線車線ＨＳ上の車線の流れの速度Ｖ２をかける
ことにより、合流地点ＧＴから事前合流点ＪＧまでの第２距離Ｓ２を求めることができる
。さらに、本線車線ＨＳに沿った第２距離Ｓ２から本線車線ＨＳ上における現時点での事
前合流点ＪＧの位置を求めることができる。
【００９７】
　（１ｃ）本実施形態によれば、本線道路ＨＤ上、詳しくは本線車線ＨＳ上を走行する他
車両Ｔの速度Ｖ２に基づいて、車線の流れの速度ＶＳを求めることができる。
　（１ｄ）本実施形態によれば、自車両Ｊが、合流道路ＧＤに沿った第１距離Ｓ１にて合
流地点ＧＴから所定距離以内となった場合に、自車両Ｊが合流地点ＧＴに近づいたと判断
することができる。
【００９８】
　（１ｅ）本実施形態によれば、事前合流点ＪＧを、本線車線ＨＳ上にて本線車線ＨＳの
延びる方向に沿って所定範囲の領域を有するように表示する。よって、合流できる範囲が
十分にあることが直感的に分かるので、乗員の安心感が向上する。
【００９９】
　（１ｆ）本実施形態によれば、事前合流点ＪＧと他車両Ｔとを重ならないように表示す
る。これにより、事前合流点ＪＧと他車両Ｔとの位置関係を明瞭に把握することができる
。
【０１００】
　（１ｇ）本実施形態によれば、表示装置２９に、少なくとも自車両Ｊが合流地点ＧＴに
到るまでの走行ルートを、周囲の画像よりも強調する強調画像又は透過画像によって表示
する。従って、強調画像で表示する場合には、走行ルートを容易に認識することができる
。また、透過画像（例えば、半透過画像）で表示する場合には、ベース画面７７から広範
囲の情報を認識することができる。
【０１０１】
　（１ｈ）本実施形態によれば、表示装置２９に、合流地点ＧＴを表示するので、合流地
点ＧＴまので走行ルートを容易に認識することができる。
  （１ｉ）本実施形態によれば、表示装置２９に、合流地点ＧＴを、上記と同様に、強調
画像又は透過画像によって表示することができる。
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【０１０２】
  （１ｊ）本実施形態によれば、表示装置２９に合流地点ＧＴの周囲の状況を示す周辺情
報を表示するので、合流地点ＧＴの周囲の状況を的確に把握することができ、安心感が向
上する。
【０１０３】
　（１ｋ）本実施形態によれば、表示装置２９に、自車両Ｊが合流地点ＧＴに到るまでに
かかる時間（即ち、予測時間）を、カウントダウンにて表示するので、合流地点ＧＴに到
るまでの時間がよく分かるという利点がある。
【０１０４】
　［１－５．特許請求の範囲と実施形態との関係］
　以上説明した実施形態において、第１検出部５１、合流検出部５３、第２検出部５５、
位置検出部５７、表示制御部５９が、本発明における、第１検出部、合流検出部、第２検
出部、位置検出部、表示制御部の一例に相当する。
【０１０５】
　［２．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採ることができる。
【０１０６】
　（２ａ）例えば、前記実施形態では、自車両が自動運転中の場合を例に挙げたが、本発
明は、自動運転中でない場合にも適用できる。
　具体的には、自車両が運転者の操作によって走行している場合に、自車両が合流地点に
近づいたことを検出したときには、前記実施形態と同様にして、表示装置に自車両の位置
に加えて事前合流点や他車両の位置を表示してもよい。
【０１０７】
　（２ｂ）また、本発明は、自動運転中でもなく、しかも、ナビゲーション装置による目
的地までの経路案内が実施されていないときにも適用できる。
　具体的には、自車両が運転者の操作によって走行している場合に、自車両が合流地点に
近づいたことを、ナビゲーション装置の地図情報等に基づいて検出したときには、前記実
施形態と同様にして、表示装置に自車両の位置に加えて事前合流点や他車両の位置を表示
してもよい。
【０１０８】
　（２ｃ）さらに、前記実施形態では、１車線の合流道路と２車線の本線道路とを例に挙
げたが、これに限定されるものではない。例えば合流車線として複数の車線の道路を採用
できる。また、本線道路として、１車線の道路又は２車線を超える車線の道路を採用でき
る。
【０１０９】
　（２ｄ）また、本発明は、車両の右側通行の道路にて適用できることは勿論である。
　（２ｅ）さらに、本発明では、例えば部分画像に表示する合流表示画像は、前記図６に
示されたものに限らず、各種の画像を採用できる。
【０１１０】
　（２ｆ）また、前記実施形態では、上述のように、事前合流点の位置が求められた場合
でも、他車両の位置が近接している場合には、事前合流点マークを表示しないようにでき
るが、これとは別に、事前合流点の位置を示すために、事前合流点マークを他車両マーク
と同程度の大きさに縮小して表示してもよい。
【０１１１】
　なお、このような場合には、現時点では、合流可能なスペースが見あたらないので、自
車両は自動運転によって速度等を調節し、合流可能なスペースが見つかった場合に合流す
ることになる。
【０１１２】
　（２ｇ）また、他車両が無い場合には、事前合流マークを表示しなくてもよい。或いは
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、他車両の速度の代わりに自車両の速度を採用してもよい。
【０１１３】
　（２ｈ）さらに、自車両が合流地点に近づいたことの検出は、地図情報に基づいて、自
車両が合流地点の所定距離内に近づいたことによって行ってもよいが、例えば道路側に配
置されたビーコン等の通信装置によって検出してもよい。つまり、例えば路側機から合流
地点に近づいたことを示す信号を出力し、その信号に基づいて合流地点に近づいたことを
検出してもよい。
【０１１４】
　（２ｉ）また、前記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素と
して分散させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合させたりしても
よい。また、前記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、前記実施形態の構成の
少なくとも一部を、他の前記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特
許請求の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が
本発明の実施形態である。
【０１１５】
　（２ｊ）さらに、上述した車両制御装置の他、当該車両制御装置を構成要素とするシス
テム、当該車両制御装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログ
ラムを記録した半導体メモリ等の非遷移的実態的記録媒体、車両制御を行う方法など、種
々の形態で本発明を実現することもできる。
【０１１６】
　また、車両制御装置が実行する機能の一部又は全部を、一つあるいは複数のＩＣ等によ
りハードウェア的に構成してもよい。
　（２ｋ）また、表示装置としては、車両前方の外界に本発明の表示内容を重畳表示させ
るヘッドアップディスプレイ装置を適用できる。
【符号の説明】
【０１１７】
　５…ナビゲーション装置、１３…車両制御装置、２１…車速センサ、２９…表示装置、
５１…第１検出部、５３…合流検出部、５５…第２検出部、５７…位置検出部、５９…表
示制御部、Ｊ…自車両、Ｔ…他車両
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